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会 議 録 

会議名称 第6回 杉並区動物との共生具体化検討委員会 

日  時 平成18年10月17日(火）午後1時30分～午後3時50分 

場  所 杉並区役所 西棟6階 第7会議室 

出席者 

委 員 

矢花公平委員、山崎いく子委員、米川秀彦委員、浅田隆委員、 

中島吏加委員、加藤真委員、皆川武人委員、馬場誠一委員 

 

事務局 

みどり公園課公園利用係長、生活衛生課管理係長、 

生活衛生課環境衛生担当係長、生活衛生課管理係主査、 

生活衛生課管理係員 

 

傍聴者 10名 

当日配付資料 

① 厚木市 猫の施策に関する視察報告 

② (仮称)杉並区動物との共生プラン・骨子 (案) 

③ 飼い主のいない猫の世話・杉並ルール（案） 

④ 集合住宅での動物飼養のルールづくり支援対策 

⑤ 桃井原っぱ広場ドッグラン試行実施説明会資料 

議 事 等（要 旨） 

〔議 題〕 

（１） 厚木市への猫の施策に関する視察の報告 

（２） (仮称)杉並区動物との共生プラン・骨子 (案)について 

（３） 飼い主のいない猫の世話・杉並ルール（案）について 

（４） 集合住宅での動物飼養のルールづくり支援対策について 

（５） 桃井原っぱ広場ドッグラン試行について 

（６） 次回日程について 

 

・ 塩坪委員から体調が思わしくないので委員を辞退したい旨の届けがあり、後任者の推薦があっ

た。後任の委員には中島吏加委員が委嘱された。 
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（１）「厚木市への猫の施策に関する視察の報告」について 

《配付資料の説明》 

・ 厚木市の猫の施策に関する視察報告について事務局から説明 

 

（２）「(仮称)杉並区動物との共生プラン・骨子 (案)」についての委員から

の主な意見等 

《配付資料の説明》 

・ (仮称)杉並区動物との共生プラン・骨子 (案)について事務局から説明 

 

・ 50～60 代以上の人と話をしていて感じるのだか、インターネットで使って区公式ホームページ

を見れない人は以外に多い。このような人たちへの普及啓発の方法を考えないと普及啓発は広

がっていかない。 

 

・ すべての人へ情報を周知することは難しい。行政だけに頼らず、愛護に携わる人などが地域で

何かイベントがあったときを利用し、草の根で伝えていくことが大切だ。 

 

・ 冊子を配布する場合、新規登録者のみというように限定するのではなく、予算の関係もあるだ

ろうが、広く区民へ配布する工夫が必要だ。 

 

・ 無責任な餌やりに対する規制で「無責任な餌やりに対しては、杉並区独自の餌やりガイドライ

ンをねこの好きな人、嫌いな人双方の意見を聞いて策定し、それに沿って注意・指導を行い、

改善・中止を求めていきます。条例案の検討の際にガイドラインを逸脱する具体的事例につい

て研究を重ねた上で、罰則制定を含めて、規制方法を検討します。」とあるが、「罰則制定」と

いう文言は引っかかる。 

 

・ 「罰則制定」という文言だけに注視するのではなく、文章全体を読んでほしい。また、注意・

指導を行い、改善・中止を求めていくとあり、すぐに罰則というわけではなく、罰則の抑止効

果も考えてほしい。 
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・ 猫の任意登録制の促進策として、不妊・去勢手術が済んでいる場合は混合ワクチンなどの補助

をするなど検討したらどうか。 

 

・ 所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにすることが流れで

あり、促進策が手厚すぎるのはどうだろうか。 

 

・ 犬と猫を比較すると、「犬」に関しては、社会とのかかわりが深いのでいろいろな施策があるが、

「猫」に関しては、家族とのかかわりの方が深く社会とのかかわりが薄いので施策が少ない。

猫に関する施策について何か工夫ができないだろうか。また、「犬」に関しては、登録が義務で

あり手数料がかかるが、「猫」に関しては、登録に関する法令等がなく任意登録制で手数料がか

からないということであれば、両者のバランスを考えていく必要がある。 

 

・ 今回検討の資料として示されたものは骨子（案）だが、一つひとつの文言に注意をはらってま

とめていってほしい。 

 

 

（３）「飼い主のいない猫の世話・杉並ルール（案）」についての委員からの

主な意見等 

《配付資料の説明》 

・ 飼い主のいない猫の世話・杉並ルール（案）について、杉並区動物対策連絡会で飼い主のいな

い猫の世話・杉並ルール（案）を検討した際に出た意見について、事務局から説明 

 

・ 飼い主のいない猫の世話・杉並ルール（案）については、猫が好きな人、嫌いな人などさまざ

まな立場の人から意見を聴き、確定していきたいと考えている。 

 

・ トラブルは価値観の相違から生まれるので、「飼い主のいない猫のお世話をする方へ」「飼い主

のいない猫から迷惑を受けている方へ」のチラシを作成し、双方にわかってもらえるようチラ
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シとしてお渡ししたい。 

 

・ チラシとして渡す場合、イラストを入れたり、簡潔なわかりやすい文章にしたほうがよい。 

 

 

（４）「集合住宅での動物飼養のルールづくり支援対策」についての委員か

らの主な意見等 

《配付資料の説明》 

・ 集合住宅での動物飼養のルールづくり支援対策について、目的・施策の概要・効果・課題等を

事務局から説明 

 

・ 公営住宅等への動物飼養の実験的な実施について、できるところがあるか検討してほしい。 

 

・ 中高層共同住宅の標準的な管理規約などについて、国土交通省や東京都などから示されており、

参考にするとよい。 

 

・ 管理規約を急に改正されてしまうとペットを処分しなければいけないなど、気の毒なケースが

起きないように、管理規約に関する区の指針のようなものがあってもよいと思う。 

 

 

（５）「桃井原っぱ広場ドッグラン試行」についての委員からの主な意見等 

《配付資料の説明》 

「桃井原っぱ広場ドッグラン施行実施説明会」のお知らせについて 

 

・ 出入り口でのトラブルが多く、特に犬が入ってくるときにトラブルが発生しやすい。出入り口

の幅を広く取ったほうがよい。 
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・ 飼い主同士のたまり場になって犬に注意が行き届かないようにならないために、ベンチはない

ほうがよい。 

 

・ 寄生虫で土壌が汚染されないように、きちんと利用規約を守っているかチェック体制をお願い

したい。 

 

 

（６）次回日程について 

・ 11月30日（木）午後1時30分から午後3時30分で開催予定 

 

 

 


